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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年３月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２８年１１月１０日 １８時２０分ごろ 

発生場所 東京都三宅島西南西方沖 

 阿
あ

古港
こ こ う

突堤灯台から真方位２５３°４.８海里付近 

 （概位 北緯３４°０２.０′ 東経１３９°２３.０′） 

事故の概要  漁船第七十七豊
ほう

進
しん

丸は、北進中、岩礁に乗り揚げた。 

 第七十七豊進丸は、船底外板に破口を生じ、沈没した。 

事故調査の経過  平成２８年１１月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第七十七豊進丸、４３６トン 

 １３２８１４、池田水産株式会社（Ａ社） 

 ５６.７０ｍ×８.８０ｍ×３.８４ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成３年１月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５８歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５５年３月１８日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２５年１２月２０日 

  免状有効期間満了日 平成３１年４月１日 

通信長 男性 ６０歳 

 二級海技士（電子通信） 

  免 許 年 月 日 平成６年４月２１日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２５年１２月１３日 

  免状有効期間満了日 平成３１年４月２０日 

（甲板部航海当直部員の資格認定あり） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に破口（全損） 

 気象・海象 

 

気象：天気 小雨、風向 北東、風速 約１０m/s、視界 良好 

海象：波高 約２～４ｍ、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過  本船は、船長及び通信長ほか６人が乗り組み、水揚げの目的で、平

成２８年１０月３０日１５時３０分ごろ神奈川県三浦市三崎港に向
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け、インドネシア共和国バリ島ベノア港を出港した。 

 通信長は、本船が三宅島西南西方沖を約１１ノットの対地速力で北

進中、１１月１０日１８時００分ごろ前直者から船橋当直を引き継い

で単独の船橋当直につき、レーダー及びＧＰＳプロッター画面を見て

いたところ、１８時２０分ごろ衝撃を感じ、大野原島から南西方に拡

延した岩礁（以下「本件岩礁」という。）に乗り揚げたことに気付い

た。 

 船長は、自室で仮眠中に衝撃を感じて目が覚め、昇橋して本件岩礁

に乗り揚げたことを知り、機関を後進にかけて離礁しようと試みたも

のの、離礁できず、船体が左舷側に傾き危険を感じたので、乗組員に

救命胴衣を着用するよう指示した。 

漁労長は、事故の発生を船舶電話でＡ社へ連絡した。 

Ａ社は、漁労長から事故発生の連絡を受け、海上保安庁に救助を要

請した。 

乗組員全員は、来援した海上保安庁のヘリコプターにより救助され

た。 

 本船は、１１日に沈没した。 

 その他の事項 

 

 本船の喫水は、船首約１.５ｍ、船尾約５.０ｍであった。 

 通信長は、約４０年の乗船経験があり、本船には平成２１年ごろか

ら乗船しており、本事故発生場所付近を航行した経験が約２～３回で

あった。 

 通信長は、船橋当直についた際、航行予定針路を海図で確認してお

らず、レーダー及びＧＰＳプロッター画面に本件岩礁が映っていなか

ったので、船長がＧＰＳプロッター画面に作成した航行予定針路線を

航行すれば大丈夫だと思った。 

 船長は、出港時にＧＰＳプロッターに入力した航行予定針路線が正

しい航行予定針路線から外れていることに気付いており、後で修正し

ようと思っていたが、失念していた。 

 船長は、自分がレーダー画面を見たときは、本件岩礁がきれいに映

っていた記憶があった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、三宅島西南西方沖を北進中、船長が正しい航行予定針路線

から外れた航行予定針路線の修正を失念し、ＧＰＳプロッター画面に

本件岩礁の上に航行予定針路線を引いていたことから、船橋当直につ

いた通信長がＧＰＳプロッター画面の航行予定針路線上を航行し、本

件岩礁に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、三宅島西南西方沖を北進中、船長が正し
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い航行予定針路線から外れた航行予定針路線の修正を失念し、ＧＰＳ

プロッター画面に本件岩礁の上に航行予定針路線を引いていたため、

船橋当直についた通信長がＧＰＳプロッター画面の航行予定針路線上

を航行し、本件岩礁に乗り揚げたものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・予定航路を作成する者は、海図等を参考にして、安全な予定針路

を作成し、正確にＧＰＳプロッター等に入力すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都 

三宅島 

事故発生場所 

（平成２８年１１月１０日 

 １８時２０分ごろ発生） 


